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訴 状 

令和５年９月２１日 

東京地方裁判所 御中 

原告訴訟代理人弁護士     

同     

同     

同     

同     

  

原        告    

上記代表者代表取締役   

  

 

（送達場所） 

原告訴訟代理人弁護士     

同     

同     

同     

同     

電 話  

 ＦＡＸ  

〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿２－８－１ 
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          被        告   東京都知事  

怠る事実の違法確認請求事件 

訴訟物の価額  算定不能 

貼用印紙の額  １万３０００円 

 

第１ 請求の趣旨  

 １ 被告が、別紙怠る事実目録記載の各事実をしないことが違法であることを確

認する 

 ２ 訴訟費用は、被告の負担とする 

 との判決を求める。 

 

第２ 請求の原因  

 １ 当事者 

   原告は、東京都に本店を有する株式会社である。 

   被告は、東京都の都知事である。 

 ２ 怠る事実について  

   怠る事実については、多岐にわたるので追って主張する。 

 ３ 監査請求  

   原告は、令和５年７月１８日付けで東京都監査委員に対し、地方自治法２４

２条 1 項に基づき、住民監査請求を行ったが、東京都監査委員は、同年８月２

４日付けでこれを却下した。 

 ４ よって、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。 

以上 

 

証 拠 方 法 
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証 拠 説 明 書 の と お り  

 

附 属 書 類 
１ 訴状副本              １通 

２ 甲号証写し            各２通 

３ 資格証明書             １通 

４ 訴訟委任状             １通 
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怠る事実の違法確認請求事件 

原 告   

被 告  東京都知事  

 

証 拠 説 明 書 
 

令和５年９月２１日 

東京地方裁判所 御中 

 

原告訴訟代理人弁護士    

 

 頭書事件につき、下記のとおり証拠の説明をする。 

記 

号 証 
標   目 

(原本・写しの別) 
作 成 
年月日 

作成者 立 証 趣 旨 備考 

甲 １ 

通知書 

写し 

R5.8.24 東京都監査

委員 
・原告が令和５年７月１

８日に住民監査請求を

行ったこと 
・同請求が同年８月２４

日に却下されたこと 

 

 




